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規

則
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高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則 

（
住　

宅　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
規

則

　

高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
二
号

　
　
　

高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則

　

第
一
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、「
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
登
録
簿
」
を
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者

向
け
住
宅
登
録
簿
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
市
町
村
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
組
合
の

規
約
の
変
更
の
許
可

　

別
表
第
一
長
寿
社
会
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
登
録
事
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
質
問
（
高
齢
者
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も

の
に
限
る
。）

　

別
表
第
一
土
木
部
長
の
住
宅
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
七
号
中
「（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）」
を
削
り
、

同
号
イ
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
、

同
号
ハ
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、

同
号
中
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
削
り
、
同
号
チ
中
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
五
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
ホ
と
し
、

同
号
リ
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
六
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
第
七
十
三
条
」
を

「
第
六
十
九
条
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
ト
と
し
、
同
表
住
宅
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

九　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
の
登
録
（
第
五
条
）

ロ　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
の
登
録
の
拒
否
（
第
八
条
）

ハ　

登
録
事
項
の
変
更
の
登
録
（
第
九
条
）

ニ　

登
録
事
業
者
の
地
位
の
承
継
の
登
録
（
第
十
一
条
）

ホ　

登
録
事
業
の
登
録
の
抹
消
（
第
十
三
条
）

ヘ　

登
録
事
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
質
問
（
長
寿
社
会
政
策
課
長
の
専
決
事
項
に
係
る

も
の
を
除
く
。）（
第
二
十
四
条
）

ト　

登
録
事
項
の
訂
正
等
の
指
示
（
第
二
十
五
条
）

チ　

登
録
事
業
の
登
録
の
取
消
し
（
第
二
十
六
条
）

リ　

所
在
不
明
者
等
の
登
録
の
取
消
し
（
第
二
十
七
条
）
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ヌ　

指
定
登
録
機
関
の
指
定
及
び
そ
の
変
更
の
公
示
（
第
三
十
一
条
）

ル　

登
録
事
務
規
程
の
認
可
及
び
そ
の
変
更
の
認
可
並
び
に
そ
の
変
更
の
命
令
（
第
三
十
三
条
）

ヲ　

指
定
登
録
機
関
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
質
問
（
第
三
十
六
条
）

ワ　

知
事
に
よ
る
登
録
事
務
の
実
施
及
び
そ
の
公
示
（
第
三
十
九
条
）

カ　

入
居
者
に
対
す
る
援
助
（
第
四
十
三
条
）

ヨ　

終
身
賃
貸
事
業
者
の
事
業
の
認
可
（
第
五
十
四
条
）

タ　

認
可
事
業
者
の
事
業
の
変
更
の
認
可
（
第
五
十
六
条
）

レ　

認
可
事
業
者
に
対
す
る
助
言
及
び
指
導
（
第
六
十
五
条
）

ソ　

認
可
事
業
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
（
第
六
十
六
条
）

ツ　

認
可
事
業
者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
（
第
六
十
七
条
）

ネ　

賃
借
人
に
対
す
る
援
助
（
第
七
十
二
条
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
市
町
村
課
長
の
専
決
事
項
の
項

第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
同
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
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